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11月1日（月）より、自動車検査法人による高度化審査の本
格運用（第4ラウンドの貨物自動車のみ）が開始されます。

つきましては、自動車整備振興会においてバーコードシー
ルを配布いたしますので、受検時に貼付例のように自動車検
査票（事業者控え）にバーコードの事前貼付（別表3、4、5）をお
願いいたします。

なお、受検当日バーコードシールの貼付をお忘れの方は予
約確認窓口等にバーコードシールを準備しておりますので貼
付し受検されますようお願い致します。

お手数をお掛け致しますが皆様のご協力をお願い致します。

国土交通省では「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」を昨年と同様に実施することとなり、整備事業者による
入庫車両の点検について当会へ協力の要請がありました。

会員の皆様におかれましては、下記点検等へのご協力を宜しくお願いいたします。
1．実施時期
　10月1日（金）から10月31日（日）までの1 ヵ月間
2．整備事業場の実施内容
　10月31日までの「入庫車の黒煙測定」「自主点検」結果を下記のチェック結果表に記入し、事業課あてFAX

報告をお願いします。

FAX送信先　東整振事業部　03-5365-9224
　○入庫車の黒煙測定結果

　①入庫時にディーゼル黒煙測定を実施する。　　②点検整備終了後、再度ディーゼル黒煙測定を実施する。
　③低減率を算定する（（①-②）/①×100=%）
点検後の黒煙低減率 台数 割合（%）

低減率0% 台 ％
低減率1%以上10%未満 台 ％
低減率10%以上20%未満 台 ％
低減率20%以上30%未満 台 ％

低減率30%以上 台 ％
合計 台 ％

　○自主点検結果
自主点検結果項目 台数

エア・クリーナーを清掃した車両数（①） 台
エア・クリーナーを交換した車両数（②） 台
エア・クリーナーの清掃、交換の必要がなかった車両数（③） 台
点検を実施した車両総数（①+②+③） 台

ご不明な点がございましたら自動車検査法人まで
お問い合わせください。 ※検査票の株式は変更になる場合があります

バーコードシール事前貼付のお願いについて1

平成22年度「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」実施のお願い2

貼付例
・丸で囲った箇所へ真っ直ぐに貼付してください。
・バーコード貼付は工場控えのみにお願いします。
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